
犬

E
園
師
事
穴
幅
一

-4E-a第
三
国
情
郵
偏
物

a可
A
U
噂
帽
-
回
-
目
積
何
-

一一一一一一一一一一 一

辛子冒聖日一-F司ー」寸-d同;l._". 11m f慣

(禁

載

輔

論

叢

営
業
収
益
税
改
造
の
一
案
・
・
:
j
i
-
-

法
墜
博
士
紳
戸
正
雄

労
銀
三
利
子
・
・
・
:
・
・
・
・
:
:
:
・
丈
早
博
士
高
田
保
馬

隣
町

諭

一一一一
潜
在
偏
向
性
の
我
が
イ
ン
フ
レ

1
ジ
ョ
ン
・
:
・
謀
議
博
士
小
島
昌
太
郎
一
一

一一

研

究

中
央
銀
行
の
賛
行
準
備
に
就
い
て
-
a

・
:
経
湾
事
士
松
岡
孝
児

資
本
菩
積
三
資
本
院
構
成
の
壌
化
:
仰
純
一
持
品
寸
士
柴
田
敬

園
際
カ
ル
テ
ル
に
就
い
て
-
-
j
i
-
-
:
:
-
E
i
-
-
経
済
畢
士
磯
部
喜
一

カ
ゴ
時
代
の
赴
曾
単
位
に
つ
い
て
:
・
経
済
準
士
竹
中
靖
一

説

++ fe 

小

貫

商

業

の

競

争

三

介

業

:

・

:

経

連

博

士

谷

口

吉

彦

資

本

主

義

の

型

・

・

・

・

-

経

四

月

十

士

堀

江

保

蔵

附

鋒

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題



ア
ン

ク

ロ

-
サ
ク
ソ

ン
時
代
の
一
粧
曾
翠
位
に
つ
い
て

(
上
)

i
l英
圃
に
於
け
る
地
縁
闇
鯉
の
成
立
過
程
|
|

竹

中.

靖

一
、
序

盲

英
圃
鰹
稗
史
上
、
五
、
六
世
紀
よ
り
十
一
世
紀
に
至
る
問
は
、
一
言
ふ
ま
で
色
な
く
、
民
族
移
動
の
潮
流
に
抑
3

れ
て
、
英
圃
へ
渡
来
し
た
ア
ン
グ
ロ
・
ナ
ク
ソ
ン
炉
、
漸
次
、
土
着
の
ケ
Y
ト
人
主
征
服
し
て
、
定
住
し
、
ぞ
こ

に
新
ら
し
い
枇
曾
を
建
設
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
(
詮
)
ぞ
れ
は
、
同
時
に
、
血
縁
的
経
帯
が
弛
緩
し
て
、
血
縁
園

瞳
が
崩
壊
す
る
左
共
に
、
夫
第
に
地
縁
闇
瞳
が
成
立
し
つ
う
あ
っ
た
時
代
で
あ
り
、
や
が
て
、
突
の
時
代
に
、
荘

園
の
制
度
が
そ
の
上
じ
建
設
せ
ら
る
べ
き
地
盤
を
作
hJ
つ
〉
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
故
に
、
そ
れ
は
、
軽
糟
史
上

よ
り
み
て
、
か
な
り
興
味
あ
る
と
共
に
ま
た
重
要
な
る
時
代
で
あ
る
。

(
註
)
周
知
白

-m〈
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
は
最
初
多
〈
の
小
玉
園
を
形
成
し
て
ゐ
た
が
、
後
陀
併
合
せ

b
れ
て
一
一
一
王
闘
と
な
り
、
宇
が
て
九
世
紀
の

終
よ
り
ノ

1
マ
ン
征
服
(
一

O
大
六
年
)
白
頃
ま
で
に
、
金
蝿
統
一
が
貰
現
さ
れ
た
。
こ
の
間
の
玉
岡
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
最
近
、
岡
家
皐
界
雑
誌

に
オ

1

7
ン
白
研
究
が
、
松
本
馨
氏
に
よ
っ
て
紹
介
せ

b
れ
て
ゐ
る
。
(
園
家
事
曾
雑
誌
第
四
十
七
巻
第
三
披
照
和
八
年
三
月
七

O
頁
以
下
参
照
)

然
る
仁
、
こ
の
間
の
一
枇
曾
組
織
に
闘
し
て
は
、
従
来
、
事
界
に
論
争
絶
え
子
、
或
は
グ
w
y

マ
ン
民
族
的
要
素
が

重
ぜ
ら
れ
て

7
Y
ク
共
産
憧
と
の
類
似
賠
が
指
摘
せ
ら
れ
、
或
は

?
1
7
の
影
響
が
重
親
せ
ら
れ
て
グ
ィ
ラ
の
制

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ

y
時
代
目
一
粧
曾
単
位
に
ワ
い
て

第
三
一
十
七
巻

七

第
五
披

:JL 



ア
シ
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
社
曾
単
位
に
う
い
て

第
三
十
七
容

第
五
放

一
三

O

4二

度
と
の
比
較
が
行
は
れ
、
更
に
は
マ
ナ

1
の
起
源
に
閲
す
る
問
題
と
な
っ
て
、
自
由
自
治
の
枇
舎
を
想
定
す
る
も

の
と
隷
属
関
係
の
存
在
を
主
張
す
る
も
の
止
の
封
立
を
生
じ
、

一
方
に
共
産
的
乃
至
は
共
同
主
義
的
な
傾
向
の
支

配
せ
し
を
認
な
る
も
の
あ
れ
ば
、
他
方
に
は
個
人
主
義
的
傾
向
の
編
著
な
る
を
設
〈
も
の
も
あ
っ
た
よ
詮
亨

し
乍
ら
、
今
日
で
は
、
そ
の
倒
れ
の
偶
向
と
離
も
、
之
を
排
他
的
に
固
持
せ
ん
と
す
る
撃
者
は
存
し
な
い
。
即
興
a

ろ、

何
れ
の
主
張
に
も
夫
々

一
耐
の
興
理
あ
る
と
共
に
、

ま
た
そ
の
何
れ
に
も
加
携
す
る
な
得
ゃ
、

'
-
v
f
3
η
f
E
長
ワ

ー、、ゆ
n川

i
L
f
u

』一-ヨ
H
J
f
l
ν

夕
刊
ヤ
ド
、
r
E
L

At--
中古車

i
Z市

、
ト
E
:
d
p

-

一

-

P

『

一

土
一
レ
"
a
れ
~
i
p
p
J
止寸
d
y
'
f
:
l
恥
九

L
P
一一
3
v
'
J
O

寸

y
f
l
t『

-
F
J
-
4
耳
/
」
メ
カ
4
4
ト

L
t
・-
Z
〈

(
註
-
)
大
憶
に
於
い
て
、
ゲ
ル
マ

y

の
要
素
を
重
ず
る
も
の
は
、
自
由
自
治
と
共
同
的
傾
向
と
を
主
張
し
、
ロ

1

7
の
影
響
を
重
ず
る
も
の
は
、

隷
題
関
係
と
個
人
的
傾
向
を
主
張
す
る
。
日
戸
内
E
H
E
同
2己
spw
問

Z
E
E
-
P
江

E
r
r
-
c
E
v
F
Z
E
E
-
己
主
主
な
ど
は
前
者
に
麗
し
、
申
告
ぎ
F
F

E
E
-
-ゅ
の
。
巳
自
問
。

-
z
z
q
た
ど
は
後
者
に
麗
す
る
。
但
し
、
己
E
Z
P
互

の

知

P
¥
ゲ
ン
マ
ン
の
要
素
を
重
じ
て
も
、
倫
個
人
的
傾
向
を
強

〈
認
め
る
も
の
も
あ
る
。

(
註
二
)
寄
与
品
目
宇
〉
u
E
Q
も
、
後
に
は
自
設
を
緩
和
し
、
旨
}
戸

-4
の
如
き
は
、
『
今
日
の
奥
畢
者
に
し
て
マ
ル
ク
設
か
、
グ
イ
一
フ
設
か
の
何

れ
か
の
一
方
を
排
他
的
に
主
張
す
る
も
の
は
な
い
』
と
云
ワ
て
ゐ

h
。
各
種
の
所
設
を
綜
合
せ
ん
と
す
る
撃
者
と

L
て
は
さ
雪
田

z
f
R
』

E24FP

C
-
r
r
5
9
H
L
-
gロ
等
を
血
中
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
、
b
諸
皐
設
に
関
し
て
、
事
典
的
考
察
を
試
み
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
が
、
今
は
、

他
の
機
舎
に
譲
う
て
お
〈
。
農
業
共
産
制
研
究
一
般
の
墜
史
的
栴
観
は
黒
正
博
士
に
よ
づ
で
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
ム
。

こ
〉
に
は
主
と
し
て
、
最
近
最
も
安
営
な
り
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
、
グ
ィ
ノ
グ
ラ
ド
フ
の
所
設
に
従
ひ
乍
ら
、

営
時
の
枇
曾
組
織
の
一
端
を
窺
ふ
こ
と
冶
し
度
ぃ
。
而
て
、
特
に
如
何
な
る
周
龍
一
か
、
枇
曾
生
活
乃
至
は
軽
掛
生

活
に
於
い
て
重
要
な
る
軍
位
と
な
っ
て
ゐ
た
か
を
中
心
と
し
て
考
へ
度
い
と
思
ふ
。

1jr 

cf. Vinogradoff， VilJninage in Engbnd， 1892 (Imp.. '927) pp. 16-39: C. McL. 
And問 WS. The Old Engllsh Manol・1892，pp. 1-8: f1. de Gihbim;， Indusb'y 
in Eロgland，1896， pp・48-52・E.Lipson， An Introduftion to the Economic 
Hi山 ryof England， ¥'01. i， '9'5. pp. 2-22.閥、ト同ン」メートラ -'/Vとの
所説に闘しでは、大塚金之助、メーンの村落間嶋比較法を評す【圃民解漕雑誌
第22港第(-2就〕及び津田武二、英国古代土地相績i去の肝究f同上第26巻第1-2



二
、
血
縁
圃
瞳
の
建
存
形
態

血
縁
圏
韓
に
於
け
る
最
色
顕
著
な
る
共
同
行
震
た
る
生
命
賠
償
の
慣
行
は
、

明
か
に
存
在
し
た
。

ア
Y

グ
ロ
・
サ
ク
ソ
シ
の
聞
に
も

ア
ア
也

Y

ス
タ
シ
の
法
律
に
は
、
ぞ
の
事
が
覗
は
れ
、
「
巾

m
g

-
l
H
叩

Z--一円

ア
Y
フ

ν
ッ
ド
王
の
法
律
や
、

に
も
そ
の
規
定
が
見
附
さ
れ
る
。
而
て
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
一
二
分
の
こ
が
父
方
の
縁
者
に
よ

り
、
三
分
の
一
が
母
方
の
縁
者
に
よ
っ
て
分
憶
さ
れ
、
分
配
さ
る
〉
こ
と
、

同
様
で
あ
り
、
ま
た
北
方
民
族
の
設
律
に
於
け
る
と
略
1
同
様
で
あ
っ
九
。

ケ

Y

ト
人
の
氏
族
一
批
曾
に
於
け
る
と

血
縁
圃
曜
の
組
織
が
如
何
に
蝿
岡
で
あ
っ
ト
か
は
、
識
か
後
の
十
世
紀
頃
ま
で
も
、

民
族
の
組
織
が
布
か
に
鴻

存
し
て
ゐ
た
こ
と
に
よ
っ
て
推
察
さ
れ
名
。
邸
ち
、

の
と
推
定
さ
る
叫
に
は
、
「
色
し
氏
族
園
睦

ア
ェ
セ

Y
ス
タ
ン
の
法
律
〈
凡
そ
九
二
五
年
よ
り
九
三
九
年
の
聞
の
も

(

T

ェ

1
ク
ス

冨
印
q
r
)
:
:
強
固
且
有
カ
に
し
て
、

-
・
・
我
が
法
権
の
行

は
る
、
了
乞
妨
ヤ
る
場
合
に
は
:
・
-
一
五
々
』
と
て
、
氏
族
制
度
の
強
固
な
る
場
合
の
こ
と
が
特
に
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ

る
。
而
て
も
と
古
き
グ
Y

マ
ン
民
族
の
聞
に
於
け
る
氏
族
は
、
軍
圏
の
組
織
は
も
と
よ
り
、
個
人
の
生
命
財
産
の

保
護
に
任
じ
、
結
婚
相
績
、
そ
の
他
一
家
の
重
大
事
に
閥
輿
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
、

っ
た
園
瞳
で
め
っ
て
、
成
員
た
る
個
人
の
軍
な
る
集
合
韓
で
は
な
か
っ
た
が
、

一
切
の
一
枇
曾
的
目
的
を
も

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
聞
に
於

つ
も

2-
あ E
つ巳
ナこ cS 
とP:;'

考iil'
J¥ 弓

ら P
れ足
る6}R
o 円

:7 

な
ど
一
五
は
れ
た
圏
樺
色
、
最
初
は
恐
ら
く
ま
さ
に
か
く
の
如
き
性
質
を
も

い
て

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
枇
曾
単
位
に
う
い
て

第
五
就

一一一

第
三
十
七
巻

七

披〕同氏、英国古代村落圏櫨の研究:同上第 3-4~最〕参照。
w. G. .Ashley; Economic ( 何 回 間 企ion，)f Eng:bnrl， 1リI4，p.引， c徳増築大自1;
薄『英国偶蹄組椴の史的考察Jl30頁〕
黒正博士、農業共産制史論8頁以下。

2) 

3) 



ア

y

F

7
サ
ク
ソ

y
時
代
白
枇
舎
車
位
に
つ
い
て

第
三
十
七
巻

七
三
四

第
五
放

一一一一

属
8
1
r・

併
し
乍
ら
、
今
、

マ
ェ

l
ク
ス

(
E
H
m
川
町
}
】
)
に
つ
い
て
見
る
に
、
こ

(
l
)
民
族

l
l
マ
z
lク
ス

の
名
蒋
は
単
に
氏
族
に
劃
し
て
使
用
さ
る
h

の
み
な
ら
子
、
更
に
種
族
や
地
方
に
劃
し
て
も
使
用
せ
ら
れ
、
そ
れ

は
種
族
分
布
上
の
車
位
と
な
り
、
地
域
的
な
箪
位
と
も
な
っ
て
ゐ
た
。
特
に
ぜ
円

HmmHFEお
と
一
耳
ふ
言
葉
が
使
用

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、

U

戸剛「
m
v
(
σ
O叫

mu)
帥
ち
防
御
骨
ー
と
共
同
責
任
と
の
闇
憶
と
詰
ふ
勤
に
霊
会
cfr

肢

か

れ

品

。

氏

族

、

却

も

ジ

ツ

ベ

玄

H
m
p
に
つ
い
て
は
、
従
来
樟
々
な
る
曲
学
設
が

Z
L
E
d
f
L
K
ヤ
立
口
開
り
J

.

F

つ

J
r

-

{

⑫

a
'
f
f
E
F
n
H
f
i
f
ν
f
i
t
-
u
H
 

出
国
出
乃
ア
骨
子
は

T
Z
1ク
只

ノ
て
わ
た
夜
営
ド
J

りし

J

l

、

的
に
組
織
き
る
う
倒
人
の
集
合
韓
な
り
と
す
る
歴
史
家
も
め
る
抗
、

，存
tft: 
1ノ

出
向
リ
山

41
リ

3
L

b
L
E
t
t
-
E
C
 

乃
知
く
山
川
商
'
拘
h

川
小
川
是
止
と

〈

J
J
i
l
-
-
7

ぞ
れ
は
自
然
に
成
立
ゼ
し
も
の
で
あ
っ
て
、

決
し
て
個
人
相
互
の
同
意
に
よ
っ
て
出
来
十
も
の
で
は
な
い
。

マ
ェ

1
ク
ス
は
、
軍
に
血
縁
関
係
に
よ
っ

一
定
の
目
的
を
も
っ
圏
韓
で
あ
っ
た

J

ぞ
の
目
的
は
主
と
し
て
政
治
的
な
も
の

で
あ
り
、
郎
ち
防
禦
と
共
同
責
任
と
に
あ
っ
た
。
共
同
の
目
的
と
意
志
と
は
、
常
に
成
員
の
行
震
と
利
盆
と
に
劃

し
て
優
位
を
占
め
て
ゐ
た
。

政
治
生
活
以
外
、
軽
梼
生
活
に
於
い
て
も
氏
族
と
そ
の
構
成
要
素
た
る
戸
と
は
、
重
要
な
る
寧
位
で
あ
つ
だ
。

ア

Y

グ
ロ
・
サ
ク

y
ン
が
英
国
へ
定
住
す
る
と
共
に
、
彼
等
は
何
れ
も
農
耕
を
開
始
し
、
従
っ
て
、
土
地
が
生
産

手
段
と
し
て
衣
第
に
重
大
な
る
要
素
と
な
っ
て
来
た
が
、
定
住
に
際
す
る
土
地
の
割
営
て
は
主
と
し
て
、
氏
族
が

車
位
と
せ
ら
れ
た
如
く
で
あ
る
。
こ
の
事
は
地
名
の
研
究
よ
り
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
ぁ
。
例
へ
ば
、

而
て
、

て
結
ば
れ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
争
、

ゐ山口
un一=mp

}
山
岳
口
四
回
、
の
由
主
ヨ
m
p
巴
。
℃
同
》
一
円
高
田
、
吋
0
0
巴
ロ

m
p
d
「
ぐ
。
『
r
z
m
p
宮
内
丹
n
z
=
m
p
内
内
=
=
一
=
内
出

な
ど
、

ω=『
向
日
、

地
方
の
地
名

は
、
夫
々
の
土
地
が
各
氏
族
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
(
註
)
ニ
戸
m
な
る
地
名
の
語
尾

The Laws of Alfrcd， ch. 27: The Lnws ()f Aelstnn (J:l)， cb. ii. F. L. Attcn 
borollgh. The Laws of the Earliest En日lishKings" pp・76"77 & pp. '32-5 
cf. F. Pollocl三 nndF. ¥V. Maitlnnd， History of EJ(lgli~)h LaVi'~ 1895 (ed. 191I) 
Vol. ii. p. 242. 
P. Vinogradoff， Thc Crowth of the 1¥tfanor， pp. 13l'-:i・命抑協ケノレト人の氏
族枇舎に就いで(経湾奥府究第37獄)'5'-2頁多!問。

2) 

3) 



は
、
そ
の
土
地
の
最
初
の
定
住
者
の
個
人
の
名
を
一
不
す
場
合
も
多
い
で
あ
ら
う
が
、

一
般
に
、
グ
Y

T

ン
民
族
の

聞
に
於
い
て
、
氏
族
名
に
よ
る
地
名
に

E
ぬ
な
る
語
尾
が
使
用
さ
れ
た
例
の
多
い
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
前
通
の
地

名
の
如
ヨ
さ
も
亦
氏
族
の
名
を
指
す
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
か
〈
の
如
〈
、
円
。
=
や

E
B
な
ど
の
附

麗
調
が
な
〈
、
軍
に
複
数
形
佐
以
て
終
る
場
令
に
然
り
で
あ
ヲ
も
か
く

τ、
一
氏
族
が
一
定
の
土
地
に
定
住
し
て

教
代
を
経
る
に
従
ひ
、
そ
の
圏
結
は
盆
々
密
接
と
な
る
と
共
に
、
や
が
て
地
縁
園
樫
化
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

(
註
)
こ
の
勤
に
於
い
で
民
族
名
に
由
来
す
る
英
圃
村
落
の
地
名
に
閥
ナ
る
ケ
ン
プ
ル
の
研
究
(
円

2
三

♂

担

P
M
S
E
同
阿
佐
P
E
)
は
一
品
〈
評
債
主
札

ね
ば
な
ら
ぬ
。

(
2
)
戸
の
土
地
|
|
八

4
ド
国
広
巾

氏
族
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
た
土
地
は
、
更
に
各
戸
の
持
分
に
再
分
さ

レ
十

F
て

w 

t
ご

K
、
司
宅
事
f
ーし
d

葬
F
L
2
4
F
H司
百
円
、
ー
に
コ

4
t
J
J
J
E
v
aゐ蜘
rad--
〈

1
1
t
t
y
p
u
y
L
R
ν
十
T
p
k
e
v

「
-

t

，. 
4
H
 

企
聞
と
し
℃
集
問
的
に
保
持
せ
ら
れ
、

四

yr・h
H
4
d

て
、
車
位
の
分
割
が
阻
止
き
れ
て
ゐ
亡
。

戸
の
土
地
(
叶
目
立
山

EB--5)
却
ち
ヒ
ク
イ
ス
グ

E
5℃
r
f
又
は
、

]
戸
プ
ニ
出
口

A

ィ
、
ド

E
内
庁
な

ヒ
ク
ジ
ヅ
プ

る
用
語
は
、
経
糟
史
上
乃
至
は
法
制
史
上
有
名
な
用
語
で
あ
っ
て
、
課
税
上
の
分
権
軍
位
と
考
へ
ら
れ
る
の
が
普

通
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
も
と
、
文
字
通
り
に
戸
の
土
地
で
あ
っ
て
、
不
動
産
の
軍
位
左
な
り
、
と
も
か
く
色
土
地

所
有
権
の
最
初
の
形
態
を
示
す
色
の
で
あ
っ
た
。
併
し
、
そ
の
擢
利
の
主
瞳
と
な
る
色
の
は
、
決
し
て
個
人
で
は

な
く
、
戸
で
あ
っ
た
。
も
と
、
曾
議
に
出
席
し
、
軍
国
に
参
加
し
、
共
同
牧
畜
に
加
入
し
得
る
資
格
あ
る
自
由
人

は
、
各
戸
毎
に
、
完
全
な
る
一
耕
粗
の
土
地
、
部
A

イ
ド
を
そ
の
持
n
?
と
さ
れ
て
ゐ
た
。
被
征
服
者
の
子
孫
に
し

て
、
枇
舎
の
最
下
扱
に
あ
り
し
J
J
1
2

一
一
岡
田
の
階
部
帆
に
属
す
る
も
の
に
色
、
亦
、
普
通
の
自
由
人
と
立
じ
立
場
に
お

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
白
祉
曾
車
位
に
づ
い
て

第
三
+
七
巻

七
三
五

第
五
蹴

一
一一一

F. L. Attenuol"Ough. TheLaws of the Earliest En宮lishKillgs， 1922， p. 112 
113e Laws orJEtIHIshn(VI).c11・ 7・~:2. (Attenborough， Op・cil. pp. :162， 163) 
Vinograaoff， op. cit. p. 137・
The Laws of Alf:間1，ch・4'"(Attenb白川副】， op. dt. pp. 82， 83・)
Viuogradoff. 01'. ci t. p. 138. 
Pollock !'Ind l¥L1.itlnnd， op. cit. Vol. ii J?全43.1;母、浄岡武二、英国古代土地相繰
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6
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ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ

y
時
代
の
赴
曾
単
位
に
つ
い
て

か
れ
、
戸
の
土
地
、
印

J、
イ

を
有
す
る
も

の
が
見
ら
れ
~-

カ玉
、15)第

十

七
巻

ア
ン
グ
ロ
・
ナ
ク

y

七
三
大

第
五
就

四

か
く
の
如
き
事
賞
は
、

るン

での
あ戸
らの
うm制
。度

i2カE

ヶ
Y

ト
人
の
氏
族
一
枇
曾
に
於
け
る

と
同
様
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
せ
し
む

刊
H
H
W
町
一
可

(
註
)
同
d
d
-
1

に
A
J

い
て
は
拙
稿
『
ケ
ル
ト
人
目
民
族
枇
舎
に
紘
い
て
』
(
絞
滞
奥
研
究
第
三
十
七
波
)
一
五
三
貰
及
一
五
六
頁
参
照
。

克
に
戸
の
持
分
間
単
位
と
し
亡
の
λ

イ
ド
の
分
割
伝
防
戸
、
た
め
に
、
戸
の
持
分
の
共
有
制
が
重
要
な
役
割

ve占
め

τゐ
に
。
削
ら
、
戸
の
持
八
T
M
N
保
有
者
一
筒
人
の
意
志
に
よ
っ
て
、
分
割
し
持
た
と
の
資
料
は
、

1
f
々
見
出
き
れ

な
い
の
み
な
ら
宇
、
却
っ
て
、
幾
世
紀
聞
も
自
白
人
の
か
く
の
如
き
持
分
単
位
が
保
持
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
げ

分
割
相
績
と
個
人
へ
の
贈
輿
が
、
習
慣
の
力
に
よ
っ
て
、
強
〈
阻
止
さ
れ
て
ゐ
七
こ
と
を
謹
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
不
動
産
の
軍
位
、
又
は
、
借
地
権
の
単
位
と
し
て
の
、
戸
の
持
分
は
、
各
戸
の
構
成
員
の
個
人
的
利
益
を

越
え
た
・
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
耕
作
上
、
並
に
義
務
遂
行
上
の
目
的
を
も
っ
た
一
種
の
家
族
共
同
韓
を
暗
示
す

る
も
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
戸
の
土
地
は
、
通
常
、

配
さ
れ
た
。
而
て
、
か
〉
4
9
規
律
の
支
配
を
受
く
る
土
地
を
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド

れ
は
、
か
〉
る
規
律
の
支
配
を
受
〈
る
を
要
し
な
い
土
地
、
帥
ち
ポ
ヅ
ク
・
ラ
ン
ド

ン
ド

coof-Z己
)
に
封
立
す
る
。
(
註
二
)

一
般
の
慣
習
に
よ
る
規
律
に
支

フ
ォ
ー
ク
・
ラ
イ
ト

Era--
一

m
-
H

門
即
ち
、

『

op--E与
と
云
ふ
が
、
(
註
一
)
ぞ

『
ひ
門
-
白
口
【
同

(
又
は
プ
ヅ
グ
・
=
ノ

そ
し
て
、
こ
の
雨
者
の
差
異
の
中
、
最
も
重
大
な
る
も
の
は
、
後
者
が

そ
の
所
有
者
の
意
志
の
ま
に
〉
に
、
蕗
分
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
ゐ
る
に
反
し
、
前
者
が
そ
れ
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
な

い
勤
で
あ
る
。
か
〈
て
、
ポ
ツ
ク
・
-
ア
ン
ド
の
存
在
は
、
や
が
て
個
人
的
勢
力
を
生
じ
、
従
っ
て
不
卒
等
の
結
果

法白研究(園民経路雑誌第26港第E務)88頁参照。
Vinogradoff:~ op. ci t. PP: 139-140. 
ibid. p. 243. note 14・
G. R.~ Green， Thc hlatung of England， 1883，叱 01.・ 1λ46
VinogIoldo町， op. cil. p. 141 
ihid. p. 201. 
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を
驚
ら
し
、
一
耽
舎
に
於
け
る
共
同
的
要
素
を
破
壊
す
る
の
原
因
と
な
っ
た
が
、
併
し
乍
ら
、
他
方
よ
り
み
れ
ば
、

か
冶
る
土
地
を
特
に
区
別
し
た
こ
と
は
、
反
面
に
於
い
て
、
共
同
と
卒
等
と
を
重
ん
や
る
慣
習
と
統
制
と
が
、
如

一
一
般
の
戸
の
土
地
に
劃
し
て
働
い
て
ゐ
た
か
を
告

σる
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

何
に
力
強
〈
、

P
F
I
F
E
に
隠
し
て
は
、
『
・
冨
巳
ZELWHV
。園田
ι品

UEJ戸山田品目。可。
E
・
3
。ッ

-4・N
晶
子
刊
を
参
照
。

run--PE
は
、
主
と
し
て
教
曾
に
嘩
二
、
b

れ
た
土
地
で
あ
り
、

-VEr--ZL
で
あ
う
て
、
即
ち
出
g
r
(憲
章
♀
E
2
を
意
味
す
る
)
に

よ
A
J

て
例
外
的
な
特
櫨
が
附
興
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
e

而
で
あ
る
時
代
に
於
い
て
は
、
ポ
ツ
ク
-
J
ン
ド
の
創
設
に
闘
す
る
憲
4
M
T

が
圃
王
の
な
法

行
矯
』
し
て
現
は
れ
た
他
に
、
賢
人
垣
口
語
の
同
意
を
得
る
と
云
ふ
形
式
を
採
る
と
と
も
あ
っ
た
。

(
註
ご

(
謹
二
)

す
)
苗
人
組

1
1
2
Fレ
ヴ
ド
同

nE動
部
品

、F
-

P

、

力
〈

't

戸
と
民
族
j
が
、

-
凶

u
u
'
eぉ
!
ョ
、

オ
批
を

43v一

権
利
義
務
ぞ

定
め
る
上
の
盟
位
と
な
る
集
閣
で
あ
り
、

jn!: 
'自-
ïl~1 
4実了:

ジ〉

i主

ι~
突
到
底
こ

h
-
R
r
5
J
A年
慌
が
長
野
F-
わv

i
-
-
f
i
f
F
E
'
l
i
f
-
-
7
〈

、

っ
た
。
政
治
組
織
に
つ
い
て
も
、
戸
が
最
少
撃
位
と
な
っ
て
ゐ
た
が
、
本
聞
の
招
集
、
責
租
の
徴
集
、
司
法
行
政

等
の
必
要
に
臆
じ
て
、

A

ン
ド
レ
ッ
ド

r
z
E『
孟
印
ち
百
人
組
の
制
度
が
、
到
る
所
に
見
受
け
ら
れ
た
。
最
近
の

研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
A

ン
ド
レ
ッ
ド
と
一
五
ば
る
〉
色
の
は
、
百
戸
の
集
圏
、
卸
ち
百
の

-
Z
4
4一
明
円
山
山

の
集
固
で

あ
っ
た
こ
と
に
は
疑
が
な
い
。
尤
も
、

A

ン
ド

ν
ッ
ド
の
占
h
u
る
土
地
の
大
さ
は
、
貴
際
の
地
積
に
つ
い
て
、

上
や
切
拾
を
な
し
、
或
は
過
大
評
債
を
な
す
な
ど
、
甚
だ
概
略
の
も
の
で
あ
っ
た
が
.
併
し
、
そ
れ
と
て
も
、

税
上
の
目
的
よ
ち
す
る
車
な
る
提
制
で
は
な
か
っ
た
如
く
で
あ
り
、
土
地
の
大
さ
と
の
刷
係
を
顧
慮
し
、

地
の
集
り
で
あ
る
と
の
観
念
は
、
こ
の
時
代
金
曜
を
通
じ
て
麗
ら
な
か
っ
℃
ゃ
う
で
あ
る
の

法
制
上
、
百
人
組
の
明
か
に
現
は
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
エ
ド
ヵ
l
王
の
法
律
の
み
で
あ
る
。

月J勺課

戸
の
土

(
述
)

併
L
、
百
人
粗
が
西
欧
の
一
謄
史
上
、
早
〈
よ
り

何
島
に
も
存
在
し
て
ゐ
た
事
貨
を
別
と
し
て
も
、
街
、
ァ
ル
フ
レ
ヴ
ト
王
の
法
律
に
あ
る
ボ
ル
ド
ザ
ダ
ル
は
、

(
註
)

定
住
者
の
概
数
に
よ
っ
て
諸
地
域

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代
目
祉
曾
皐
位
に
ヲ
い
て

第
五
波

一
三
五

第
三
十
七
巻

ーヒ

-[; 

T可heLu'出、WSof Ine， ch. 32 (λtt陸enbornοu山tφ，οp.c白jt，pp一 46.4-7) 
ViI凶n。宮ra.doff，op. cit. p. 141 
ibid. p. 142. 
F.可W.:3oIaitland， Domesduy Eook田 dBeyond， 18971 p. 247 
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七
=
一
八

白
計
算
を
す
る
に
周
ひ
ら
れ
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
百
人
組
宇
氏
族
の
匝
分
を
意
味
す
る
も
の
ふ
知
〈
で
あ
る
。

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ゲ
ン
時
代
田
祉
曾
単
位
に
つ
い
て

第
三
十
七
巻

第
五
時
職

一一
占
F、

-
一
、
地
織
圏
韓
の
形
成

叉
は
タ
ウ
ン
シ
ッ
ブ

宮
司
回
国

E-M

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク

y
y
は
、
小

(
1
)
村
落
共
同
睡
ー
ト
ゥ
シ
怠
ロ

な
る
一
国
毎
ド
海
を
越
え
て
侵
入
し
来
り
、

二
、
三
世
紀
聞
の
長
い
闘
争
と
努
カ
ム
」
の
成
果
、
英
圃
定
住
に
成
功

し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
聞
に
、
相
互
に
も
.
ま
た
被
征
服
者
と
も
、
混
血
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
の
か
〈
の
如

き
歴
史
は
、
本
事
的
組
織
を
批
闘
に
ど
一
ペ
や
が
て
氏
旅
主
戸
と
の
内
部
に
於
げ
る
血
縁
的
組
椅
十
日
ι
弛
殺
せ
し

め
、
解
消
せ
し
め
ん
と
す
る
に
至
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
、
時
代
の
特
徴
と
し
て
組
織
の
弛
緩
が
見
ら
れ
た
の
で

あ
る

J

併
し
乍
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
、
ま
た
、
か
〈
の
如
き
組
織
の
弛
緩
に
封
す
る
反
作
用
の
必
要
が
め
ち
、
各

種
任
意
的
、
又
は
非
任
意
的
な
結
合
が
生
じ
、
個
人
を
保
護
し
、
個
人
の
行
震
を
保
誼
せ
ん
'
と
す
る
に
至
る
。

か
る
過
程
の
一
っ
と
し
て
、
ト
ゥ
ン
門
百
の
制
度
の
費
生
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
(
註
〉

(
箆
)
戸
回
目
当
何
回
宮
司

m
-
H向。豆、
-
P
E包
Z
F
3
5
5
E
な
ど
は
ト
ウ
ン

Z
ロ
即
ち
ダ
ウ
ン
シ
ツ
プ

細
に

Z
E
の
研
究
を
し
た
最
初
白
史
家
は

C
司
自
で
あ
る
。

宮
司
E
E唱
を
悶
題
と
し
で
ゐ
な
い
。
比
較
的
詳

に
相
営
す
る
c

併
し
、
後
者
が
主
と
し
て
都
市
に
用
ひ
ら
れ
る
た

特
に
タ
ク
ン
シ
ヅ
プ
吉
君
主
そ
な
る
語
が
嘗
て
ら
れ
る
。
中
世
で
は
、
ノ

1
マ
ン
語
の
グ
ィ
y
i
一
一
と
一
五

ふ
字
が
使
用
さ
れ
亡
。
〔
註
一
)
中
世
、
臨
に
マ
ナ

1
Z
2
2
の
制
度
が
確
立
し
た
時
代
に
於
い
て
色
、
グ
イ

y
が
、
借
地
域
匝
分
の
標
準
と
な
っ
て
ゐ
だ
か
ら
、
更
に
そ
れ
以
前
の
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク

y

y
時
代
、
即
守
ナ
ー

の
制
度
が
未
だ
充
分
成
立
し
て
ゐ
な
か
っ
た
時
代
に
於
げ
る
世
舎
の
軍
位
と
し
て
、

ト
ゥ
ン

ZM
は
逗
代
英
語
の
タ
ヲ
ン

円

0
5
コ】

め

ト
ゥ
シ

Z
-
M
を
考
へ
る
の
に カラ
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は
、
充
分
な
理
由
が
あ
る
。
(
詑
二
)

上
に
百
人
組

E
E
E仏
や
州
各
一
え
な
ど
が
よ
り
包
括
的
な
車
位
と
し
て
存
在
し
た
。

(註

-
)
Z
P

ュ=-zz邑
】
宅
な
と
白
語
義
に
う
い
庁
、
は
、
旨
一
回
一
々
が
詳
細
な
研
究
を
な
し
て
ゐ
ぉ
。
命
、
近
世
ア
メ
リ
カ
楠
民
地
的
土
地
制
度

に
於
い
て
も

Z
4
E
m
r
弓
な
る
語
が
用
ひ

b
れ
で
ゐ
る
。

(
盟
二
)
英
園
会
慣
は
グ
イ
ル
に
嵐
劃
さ
れ
て
ゐ
札
。
ド
ウ
ム
ス
ヂ
イ
調
査
簿
に
於
い
て
も
グ
イ
ル
が
調
査
白
単
位
と
な
ワ
て
ゐ
も

而
て
、
行
政
車
位
と
し
て
は
、
グ
ィ
Y
印
ト
ゥ
ン
は
最
下
位
に
あ

h
、
そ
の

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ブ
ン
の
民
族
が
土
地
に
定
住
す
る
正
共
に
、
そ
の
組
織
が
次
第
に
濁
自
の
性
格
を
色
ち
来
つ

て
、
こ
こ
に
ト
ゥ
γ

円
三
岡
山
炉
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
散
在
せ
る
小
部
落
に
住
ん
だ
ケ
Y

ト
人
と
は
巽
り
、

一
の
村
落
に
人
口
伝
集
結
し
、
耕
作
と
防
御
前
と
の
目
的
の
仁
め
、
そ
の
集
結
含
維
持
し
て
行
つ
仁
。
農
耕
階
載
の

上
に
、
武
人
階
級
い
か
支
配
し
て
ゐ
に
ふ
I
C
J
-

司
一
刀
ヤ
心
に
、
首
長
、
祁
ド
、
排
偉
輔
自

η
一
副
佐
築
h
ト
す
芯
F
'

1

1

1

4

;

j

:

ノ

;

{

|

;

便
で
め
っ
た
。
而
て
、
こ
れ
ら
の
圏
韓
が
、
領
主
を
中
心
に
階
層
的
な
組
織
を
も
っ
て
ゐ
亡
し
か
、
若
し
く
は
多
少

T

と
も
濁
立
せ
る
自
由
人
か
ら
構
成
さ
れ
て
ゐ
た
か
の
問
題
は
、
今
、
姑
〈
之
を
措
〈
も
、
営
時
、
円
へ
-
P
E
E
L
4・

5
2官
と
云
は
れ
た
色
の
は
、
小
な
る
部
落
の
も
の
で
は
な
く
、
か
な
り
の
大
さ
を
も
っ
た
集
圏
、
即
ち
村
落
を

な
し
て
ゐ
た
こ
と
は
略
々
推
定
き
れ
る
叫

経
梼
史
上
、
ト
ゥ
ン
吾
戸
卸
ち
タ
ヲ
ン
ジ
ツ
プ
門
cdrJduze

の
性
質
に
閲
し
て
は
種
々
論
議
せ
ら
る
る
所
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
、
決
し
て
、
在
有
財
産
と
個
人
的
経
替
の
側
面
か
ら
志
乃
至
は
領
主
的
司
配
の
側
面
か
ら
も
説
明

さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
れ
い
、
或
は
巌
密
な
る
共
同
主
義
の
立
場
か
ら
色
、
更
に
は
氏
族
制
度
の
結
果
か
ら

色
、
充
分
に
は
説
明
き
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
。
そ

h
kの
何
れ
の
要
素
を
も
持
つ
て
は
ゐ
る
炉
、
そ
れ
ら
の
何
れ

ぞ
以
て
し
で
も
充
分
蓋
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
恐
ら
〈
、
持
分
保
有
者
の
共
同
盟
左
云
ふ
見
方
を
す
る
の
が
、

ア
ン
グ
ロ
・
サ
タ

y
ン
時
代
の
枇
曾
単
位
に
づ
い
て

第
三
十
七
巻

七
三
丸

第
五
披

一
三
七

J. R. Green， The ~faking of England， ¥1'01.. i
" 
180-194・

¥V. J. Ashley， The Anglo-Saxotl 'TOVI'fIShip‘fSurvey I-Ii~to口c and Econnmic， 
'9∞， pp. 6，ヴ9.)
cf. E. L. Bograt und C. M. Thompson， Readings in the 田Econo皿 ic.HistOTy 
of the United States， 1916， p. 27・術劇江保減、 アメりカ経草野史械設〈経済
史研究第三十五・就)'92頁参照・



ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
シ
時
代
の
枇
曾
単
位
に
ヲ
い
て

第
三
十
七
巻

七
四
O

第
五
披

一
三
八

村
落
共
同
瞳
の
性
格

4

グ晶一千
b

正
し
く
把
握
す
る
途
で
あ
ら
う

0

・
併
し
乍
ら
、
そ
れ
も
、
近
代
的
株
式
曾
祉
の
持
分

の
如
き
も
の
を
想
像
す
べ
き
で
な
い
。
村
落
共
同
韓
日
、
決
し
て
、
持
分
保
有
者
の
同
意
に
よ
る
集
合
瞳
で
は
な

く
、
各
持
分
軍
位
そ
れ
自
身
が
有
機
的
な
車
位
で
あ
る
と
共
に
、
そ
一

ω
構
成
す
る
ト
ゥ
ン

Z
M
な
る
合
成
車
位
に

謝
し
て
有
機
的
な
闘
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

ト
ゥ
ン

Z
M
は
、
種
々
な
る
財
産
権
を
も
す
り
、
夫
々
異
れ

-
M
L
 

白
口
ナ
ピ

る
粧
情
的
行
矯
'p-
行
ふ
個
人
に
よ
っ
て
構
成
き
れ
る
の
?
は
な
く
、

権
利
義
務
に
闘
し
て
、

相
互
に
一
定
の
且
つ

[

1

1

i

J

i

〉

Z
F
:
，

〉

同
号
制
日
3
防
備
に
JfJ
ヲ

G
Fい
よ
て

τ叫
仰
戚
き
れ
る
《

事
買
上
、

必
し
も
、

司主

等
な
る

持
分
を
も
て〉

も
0) 

τ7 
tま
な
か
てコ

ナこ7) 

完
全

同==
の
成
員
は
、

例
へ
ば
、

ト
ゥ
ン

な
る
一
間
単
位
の
持
分
、
即
ち
A

イ
ド

-
H
}
門
}
司

を
も
つ
も
の
も
あ
れ
ば
、

A
f
ド
の
竿
を
も
つ
も
の
も
あ
り
、
四
分
の

ハ
イ
ド
、
郎
ゲ
ァ

1
グ
ィ
ト
三
「
肉
白
百
を
も
つ
も
の
も
あ
れ
ば
、
更
に
そ
の
宇
.
卸
ち
ポ
グ
ェ
イ
ト

ロ
ミ
己
m
'
f
-

も
つ
に
す
ぎ
な
い
も
の
も
あ
っ
た
。
か
く
て
、

の
構
成
員
の
持
分
は
、
相
互
に
必
し
も
均
一
な
閥
係

併
し
、
か
く
の
如
き
分

ト
ゥ
ン

一ν一

に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
軍
純
で
は
あ
る
が
段
階
的
な
閥
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
(
詑
一
)

化
も
樺
利
義
務
の
割
営
て
と
一
五
ふ
根
本
観
念
を
、
決
し
て
破
る
も
の
で
は
な
く
、
夏
に
、
そ
の
分
化
の
有
様
も
よ
イ

ド
の
二
分
の
一
、
四
分
の
一
、
八
分
の
一
と
一
五
ふ
如
き
、
簡
単
な
割
合
診
保
っ
て
ゐ
た
。
故
に
、
姑
く
、

こ
れ
ら

車
位
の
基
本
と
考
へ
ら
れ
、
規
準
と
考
へ
ら
れ
た
A

イ

γ
に
つ
い
て
、
考
察
eT
進
め
る
で
あ
ら
う
3

(

詑
二
)

(
駐
ご
祉
舎
に
は
、
持
分
の
不
平
等
が
生
ず
る
と
共
に
、
次
第
に
各
種
の
階
級
が
形
成
せ
、
b
れ
、
領
土
ん
械
も
亦
稜
達
し
来
ワ
て
、
後
の
マ
ナ
ー
に
見
ら

る
L

加
き
個
人
的
支
配
と
不
平
等
と
の
要
素
が
準
備
さ
れ
て
ゐ
た
。
併
し
、
今
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
ウ
い
て
は
、
姑
〈
之
を
他
日
に
譲
づ
て
お
〈
。

(
註
-
一
)
力
ル
ケ
イ
ト

E
E
E言
、
ス
ル
ン
グ

ω
Z
E
E
悶
な
ど
も
ρ

イ
V
と
同
様
な
単
位
で
あ
る
。

19IJ ¥ W. Maitland， The History of Englbh Law (ed F. Pollok and 
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F. W. Maitland， The Domesday Bool、andneyonó~ pp. 1:1:9百
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